
（別記）                             （公表様式１） 
新潟県福祉サービス第三者評価結果公表基準 

 
１ 第三者評価機関名  
公益社団法人新潟県介護福祉士会 

 
 ２ 受審施設・事業所 
（１）施設・事業所情報                 （評価結果確定日現在） 

名称：社会福祉法人長岡福祉協会 

障害サービス事業所 

   桜花園ワークセンターかがやき 

種別：障害サービス事業所  

就労継続支援Ｂ型事業・生活介護事業 

代表者氏名： 園長（管理者）坂橋 智之 定員：就労継続支援Ｂ型事業 １５名 

生活介護事業     １５名 

所在地：〒９４０－２１２６ 

    新潟県長岡市西津町字原４６６８番地 

連絡先電話番号： ０２５８－４７－５５２５ ＦＡＸ番号：０２５８－４７－２２０２ 

ホームページアドレス http://www.oukaen@nagaokafk.com 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日：平成２３年４月１日  

 経営法人・設置主体（法人名等）：社会福祉法人長岡福祉協会 

 職員数 常勤職員：１４名 非常勤職員  １名 

 専門職員 （専門職の名称） （専門職の名称） 

管理者       １名 医師（嘱託医）   １名 

サービス管理責任者 １名 作業療法士     １名 

生活支援員     ９名 職業指導員     １名 

看護師       ２名 目標工賃達成指導員 １名 

栄養士       １名 調理師       ２名 

事務員       ３名  

 施設・設備

の概要 

（居室数） （設備等） 

 食堂 １室（入所と共用） 

相談室 １室（入所と共用） 

浴室 １ヶ所（入所と共用） 

医務室 １室（入所と共用） 

静養室 １室（かがやき専用） 

体育館 １室 

作業室 １室(かがやき専用) 

パン工房 １室（かがやき専用） 

トイレ ４ヶ所（他事業と共用） 

    ３ヶ所（かがやき専用 

洗面所 １ヶ所(かがやき専用) 

 

 

 



（２）理念・基本方針 

 

〈基本理念＞「自分や家族、友人が利用したいと思うサービスの提供」 

 

＜基本方針＞  

１ 利用者個々に適したサービスの提供 

２ 業務の効率化と効果的な運営 

３ 人材育成・職員研修の推進 

＜運営方針＞  

 関係諸法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適切且つきめ細かな生活介

護・就労継続支援（Ｂ型）のサービスを提供する。 

 

 

 ３ 評価結果 

（１）第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 令和５年７月１日（契約日） 

令和６年１月１５日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期） ３回目（平成３０年度） 

 

（２）総評 

◆ 特に評価の高い点 

 

〇働きやすい職場づくりの取り組み    

法人経営基本計画の重点項目に、「職員が安心して働きやすい労働環境の整備と

人 

事体制の確立」を明示し、心身の健康と安全確保やワークライフバランスに配慮し

た職場づくりに取り組み、職員への周知に努めている。また、勤怠管理から給与計 

算までの一貫したシステムを構築し、業務の効率化や省力化を図っている。 

園長は職員とのコミュニケーションを大切にするとともに、「桜花園職員意識調

査」を実施し職員の満足度や意見・提案の把握に努めている。職員自己評価のコメ

ントでは、「働きやすい職場である」との評価が多い。また、法人の基本方針に、「人

材育成と人材確保対策や定着に向けての支援」を掲げ、今後の課題として新卒採用

プロジェクトチームを発足させて取り組む方針を明記している。職員紹介制度、奨

学金制度や高卒新卒採用者のための資格取得制度も整備している。法人のスケール

メリットを活かし、必要な福祉人材や人員体制について検討し適正な管理に努めて

いる。事業所では、研修計画や法人の研修体系⑴事業団主催（新卒・３年目）、⑵法

人主催（一般職・管理職・一般職・（全職員）、⑶研修事業（新任者研修・実務者研

修）に基づき教育・研修に取り組んでいる。働きやすい職場づくりに向け、更なる

取組みを期待したい。 

 

〇安心安全なサービスへの取り組み 

 事業所では災害時発生対応マニュアルを作成し、年に１回事業団と地元深沢地区

との合同訓練を実施しており、１回/月の防災委員会、安全確認システム等にての災

害時における利用者の安全への対応を実施している。 



また、事業所では定期的にリスクマネジメント委員会を開催し事故防止に努め、

感染症対策や災害時・緊急時への迅速な対応ができるようマニュアル整備や「最悪

な事態想定への対応」などの具体的な検討やＢＣＰシュミュレーションのマニュア

ルを作成し安全確認システムを進めており、今後も継続した取り組みが期待される。 

 

〇質の高い支援を提供する取り組み 

生活介護事業の活動内容としては、季節に合わせた創作活動や運動・音楽活動で 

一人一人に適した活動支援に努めている。意思表示や伝達が困難な利用者には、絵 

カードや写真カード等を活用し、スケジュールの視覚化や環境調整等により安定し

て過ごせるような取り組みを実践している。生活介護事業の定員１５名中１０名が

強度行動障害者であり、他の事業所での受け入れが困難な場合でも可能な限り受け

入れることを方針としている。 

集団生活が苦手な方にも活動できるメニューを用意するよう配慮している。職員

には、「強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践）」等の研修を積極的に受講して

もらうなど、職員の専門性を高めるための取り組みを行っている。また、介護技術

研修を内部で実施しており、おむつ交換、移乗介助の講習会を実施し職員の質の向

上に努めている。作業療法士を配置したことで、生活介護では手指を使っての作業

メニューを考案し、杖や靴のバランスのアドバイスを行い、専門性の高い支援提供

に繋がっている。利用者の小さな表情の変化も職員間で共有し支援に努めており、

利用者にも良好な変化が見られる機会が増えるなど家族からも喜ばれている。質の

高い支援の提供に向け、更なる取り組みが期待される。 

 

 

◆ 今後の取り組みが望まれる点 

 

〇作業工賃向上に向けた取り組み   

就労継続Ｂ型事業定員は１５名で、他事業所（就労継続Ｂ型）で契約終了した方 

の働く場としても、地域のニーズに寄り添い支援の提供を行っている。主な作業内

容としては地域の企業からの受託作業とパン製造（週２日程）で、職員はコロナ禍

においても新規受託作業の開拓、地域との協働に努めている。作業工賃は「作業評

価会議」に諮り、毎月２５日に銀行振り込みとしている。工賃向上に向けての課題

を共有し改善に取り組んでいるが、令和４年度の平均工賃月額５，３７４円で新潟

県平均工賃１５，８８２円の１／３程度と低い現状である。今後は、利用者の作業

意欲の向上と工賃向上が達成できるよう更なる取り組みを期待したい。  

 

〇地域への周知に向けた取り組み 

 法人のホームページ（情報公開）や各種パンフレット等の媒介を活用し、各種事 

業計画や財務状況等の情報を積極的に公開し透明性の確保に努めている。事業所が 

地域に対して、事業所の存在意義や役割等を明示し、理解・協力を深めるための取

り組みも大切である。中越地震を教訓に、地域との防災訓練や地域と連携を図る取

り組みを実施しているが、事業所の立地環境やコロナ感染症の影響もあり、地域と

の交流は希薄になりつつある現状が窺える。園長も今後の課題と認識しており、今

後は広報誌「桜花園」の活用（配布・回覧）や地域活動への参画等を通じ、地域へ

の周知に向けた取り組みを期待したい。  



 

○プライバシー保護や多様なニーズに対応するための設備環境 

施設の構造上の問題もあるが、障害の多様化や重度化に適したハード面（個別対

応に必要な個室の確保等）の環境整備や、施設の経年劣化等に伴う環境の改善が望

まれる現状が窺える。利用者の不安時やクールダウンができる場所、具合が悪くな

った際に休める場所等、現在は簡易的な物で対応しているが利用者が安全にゆっく

り休むことができることで、安心・安全なサービスに繋がる。また環境設備はプラ

イバシー保護にも繋がる。そのことからプライバシー保護は利用者尊重の基本であ

り、事業所それぞれの状況はあるが事業所利用での生活の中では、食事・排泄・休

憩時間などは可能な限り、利用者にとって心地良くプライバシーに配慮された必要

な環境の中で過ごすことが求められている。今後の設備環境の改善を期待したい。 

 

 

（３）第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

(R 5. 12 .21 ) 

 

受審に際し、利用者からのアンケートや職員の自己評価は大変参考になりました。加

えて、調査員の方々から多くのご助言をいただき、自分たちの提供するサービスを振り

返ることが出来ました。 

受審後、早速職員間で協議し、ご指摘のあった部分でもある「地域連携（協働）」に

ついて次年度の事業計画で具体的に取り組んでいけるように考えているところです。 

この度の評価結果をもとに、より利用者に喜んでいただけるサービスの提供が出来る

ように職員一同知恵を出し合っていきます。 

                          （園長 坂橋 智之） 

 

(R  .  .  ) 

(R  .  .  ) 

 

 

（４）評価細目の第三者評価結果（別添：公表様式２のとおり） 

 

 

【参考情報】施設・事業所の取組（事業者記載欄） 

（福祉人材育成の取組、サービスの質の向上に向けた取組など） 

＜福祉人材育成の取組＞ 

 ・法人本部の人財開発課が中心となり、法人全体の人財育成・管理を担っている。 

  本部主催の各研修（次世代リーダー・新卒者・中途採用者・各階層別、人事考課研

修等）や人事交流により幅広く対応できる人材を育成する仕組みがある。 

 ・事業所内では年間研修計画を策定し、定期的な研修を実施している。また、外部研



修にも積極的に参加し、職員としての質を高める取組みを行っている。 

 

＜サービスの質の向上に向けた取組＞ 

 ・法人本部の研修・事業所内研修・外部研修に積極的に参加し、専門的知識を高め、

利用者支援に反映できるよう努めている。また、研修参加後は職員全体へ伝達し、

振り返りを行うことでサービスの質の向上や組織力が高められるよう取組んでい

る。 

 ・事業所とご家庭・グループホーム間で、連絡帳や電話での情報共有をしている。ま

た、事業所内行事「フリー参観」の期間は、ご家族に日頃の様子を見ていただき、

ご要望をお聞きする良い機会となっている。ご家族との連携で利用者支援の質の向

上が図れるよう取組んでいる。 

 

 



（公表様式２）

障害福祉サービス事業所　桜花園ワークセンターかがやき

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

評価結果 コメント

評価結果 コメント

3
Ⅰ－２－（１）－②
経営課題を明確にし、具体的な取組を進め
ている。

ａ

経営状況の把握・分析に基づく経営課題等については、経営
会議（月１回開催）で報告し認識の共有を図っている。改善す
べき課題の具体的な内容については、職員会議や各部署
ミーティング等を活用し、職員への周知に努めている。

Ⅰ－２　経営状況の把握

Ⅰ－２－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

評　価　細　目

2
Ⅰ－２－（１）－①
事業経営を取り巻く環境と経営状況が的確
に把握・分析されている。

ａ

園長が本部事務局に月次報告（収支や稼働率等の必要な数
値データ）を行い経営状況を共有している。経営会議や執行
役員会議を毎月開催し、本部事務局と協働し外的動向の把
握や経営状況の分析等を組織として取り組んでいる。

評 価 細 目 の 第 三 者 評 価 結 果
【　障害者・児事業所（施設）版　】

Ⅰ－１　理念・基本方針

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

評　価　細　目

1
Ⅰ－１－（１）－①
理念、基本方針が明文化され周知が図られ
ている。

ｂ

法人の理念「自分や家族、友人が利用したいと思うサービス
の提供」や基本方針は明文化され、ホームページやパンフ
レット等の広報媒体で開示している。職員には、法人研修や
職員会議等を活用し周知に努めている。しかし、福祉サービ
スを受ける主体である利用者や家族等に周知を図る取り組
みは、本評価基準では十分とは言えない現状が窺える。今
後は、事業所の基本方針も含め丁寧な説明や障害特性に配
意した取り組みを期待したい。

－1－



評価結果 コメント

評価結果 コメント

Ⅰ－４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

評価結果 コメント

8
Ⅰ－４－（１）－①
福祉サービスの質の向上に向けた取組が組
織的に行われ、機能している。

ｂ

法人の方針として福祉サービス第三者評価を定期的に受審
し、結果をマニュアルの改善等に活用している。園長はＰＤＣ
Ａサイクルを理解しつつ、現場での迅速な意思決定と対応を
行うOODAループ（ウーダループ）[観察→状況判断→意思決
定→実行]を重視しているが、本評価基準におけるＰＤＣＡサ
イクルの評価（Ｃheck）体制については十分とは言えない現
状が窺える。今後は自己評価体制を強化し、サービスの質の
向上に向けた取り組みを期待したい。

9

Ⅰ－４－（１）－②
評価結果に基づき組織として取り組むべき課
題を明確にし、計画的な改善策を実施してい
る。

ｂ

課題や改善策については経営会議で共有認識を図り、ミー
ティング（事業所の職員会議）等を活用し職員への周知に努
めている。就労継続支援（Ｂ型）事業では、工賃向上に向け
ての課題を共有し改善に向けて検討している。新規受託作業
の開拓、地域との協働に取り組んでいるが、令和４年度の平
均工賃は新潟県平均工賃の１／３程度と低い現状であり、利
用者の作業意欲と工賃向上の取り組みについては十分とは
言えない現状が窺える。今後は、課題の改善に向けた取り組
みを期待したい。

7
Ⅰ－３－（２）－②
事業計画は、利用者等に周知され、理解を
促している。

ｂ

急を要する必要な情報については、利用者朝礼等で話す程
度である。事業所の利用者自治会や家族会はなく福祉サー
ビスを受ける主体者である利用者等に周知を図るための取り
組みは十分とは言えない現状が窺える。今後は、文書等の
配布、丁寧な説明機会の設定や障害特性に配意した取り組
みを期待したい。

Ⅰ－４－(１)　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

評　価　細　目

Ⅰ－３－（２）　事業計画が適切に策定されている。

評　価　細　目

6

Ⅰ－３－（２）－①
事業計画の策定と実施状況の把握や評価・
見直しが組織的に行われ、職員が理解して
いる。

ａ

サービス管理責任者を中心に各担当職員からのヒアリング
（１２月）を行い、「事業のまとめと次年度計画」（２月２０日頃）
を数値データを基に策定している。事業所で作成した事業計
画（案）を基に、本部事務局と協議し「事業計画」・「年間業務
計画」を策定している。職員には、職員研修、職員会議、ミー
ティングやパソコンシステムを活用し周知に努めている。

評　価　細　目

4
Ⅰ－３－（1）－①
中・長期的なビジョンを明確にした計画が策
定されている。

ｂ

法人母体である長岡福祉協会「第５期中期経営基本計画」の
総括を基に、「第６期中期経営基本計画」を策定し、外部・内
部の情勢分析、経営課題や問題の解決・改善に向けた具体
的な内容、数値目標や実施状況の評価を行える内容が明記
されている。しかし、事業所としての「中期事業計画・中期収
支計画」策定については、本評価基準では十分とは言えない
現状が窺える。今後は、各グループ毎の「中期計画」策定に
向けた取り組みを期待したい。

5
Ⅰ－３－（１）－②
中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策
定されている。

ａ

法人の「中期経営基本計画等」を基に、事業所で策定した事
業計画（案）を本部事務局と協働し事業計画を策定している。
前年度事業評価の数値データ等を明示し、実行可能な単年
度計画（事業計画・年間業務計画）及び資金収支当初予算を
策定している。

Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－３－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。
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12
Ⅱ－１－（２）－①
福祉サービスの質の向上に意欲を持ち、そ
の取組に指導力を発揮している。

ａ

園長は地域のニーズに寄り添い、他の事業所での受け入れ
が困難な場合でも、強度行動障害者を可能な限り受け入れ
ることを方針としている。職員には、「強度行動障害支援者養
成研修（基礎・実践）」等の研修を積極的に受講してもらい、
専門性を高めるとともに利用者一人一人に適した支援の提
供に努めている。今後も継続した取り組みを期待したい。

13
Ⅱ－１－（２）－②
経営の改善や業務の実効性を高める取組に
指導力を発揮している。

ａ

園長はボトムアップ型を基本方針に、職員の意識形成や組
織づくりに取り組んでいる。昨年度はコロナ感染症の影響も
あり稼働率等の低下を余儀なくされたが、事業所一丸となっ
て対応に努めた。また、具体的な数値データを基に事業報
告、事業計画や年間業務計画を作成し、重点項目に「⑴各事
業の円滑な実施⑵利用者の将来を見据えた支援⑶感染対
策・事故防止」を明記し、経営の改善や効率性の向上に取り
組んでいる。今後も継続した取り組みを期待したい。

11
Ⅱ－１－（１）－②
遵守すべき法令等を正しく理解するための取
組を行っている。

ａ

園長は法人主催の研修や外部研修に積極的に参加し、幅広
い遵守すべき法令等についての理解に努めている。また、職
員に対しても研修会の受講や伝達研修を積極的に実施し周
知を図っている。今後も継続した取り組みを期待したい。

Ⅱ－１－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

評　価　細　目

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ－１－（１）　管理者の責任が明確にされている。

評　価　細　目

10
Ⅱ－１－（１）－①
管理者は、自らの役割と責任を職員に対して
表明し理解を図っている。

ｂ

園長は管理者としての自覚を持ち、年間業務計画の「組織
図」、「虐待防止責任者」・「苦情処理責任者」・「リスクマネジ
メント責任者」の任に当たっている。また、「経営会議」、「職員
会議」、「防災会議」等の構成員として参画し、年度当初の内
部研修「運営方針と事業計画について」の講師として職員に
周知を図っている。しかし、文書化による表明や有事・不在時
の権限委任については十分とは言えない現状が窺え、園長
も今後の課題と認識している。今後は、事業計画、広報誌
「桜花園」等の有効活用を図り、自らの役割と責任について
表明する取り組みを期待したい。
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19
Ⅱ－２－（３）－③
職員一人一人の教育・研修の機会が確保さ
れている。

ａ

事業所の「年間活動計画書」や法人の研修体系⑴事業団主
催（新卒・３年目）、⑵法人主催（一般職・監督職・管理職・一
般研修（全職員）、⑶研修事業（新任者研修・実務者研修）に
基づき、職員の教育・研修に取り組んでいる。また、職員はコ
ミュニケーションシートの［特記事項］に研修会への参加希望
等を記載することができ、他法人施設の見学研修等も実施し
ている。職員別研修履歴は、事業所から本部事務局に報告
し一括管理を行い、組織的な人材の育成に努めている。

17
Ⅱ－２－（３）－①
職員一人一人の育成に向けた取組を行って
いる。

ａ

人事考課制度基準を基に、上司が⑴目標面接、⑵育成面
接、⑶評価面接を実施し、適切な評価や助言を行い職員育
成に取り組んでいる。コミュニケーションシートを活用し、個々
の自己評価を基に上司評価の結果と特記事項や異動希望
等を添えて本部事務局に提出している。また、人事考課者に
対する研修を実施し公正な評価に努めている。

18
Ⅱ－２－（３）－②
職員の教育・研修に関する基本方針や計画
が策定され、教育・研修が実施されている。

ａ

事業報告「職員研修の実施状況」では、⑴施設内研修、⑵園
外研修・講習会・会議・委員会・施設見学を計画的に実施して
いる。研修は感染症予防に配慮し対面形式とオンライン形式
を併用して実施している。また、年間業務計画では研修委員
会で「年間活動計画書」を策定し、法人本部との連携を図り、
⑴園内研修、⑵内部研修・勉強会、外部研修（新人職員・中
堅職員・指導的職員）⑶本部主催研修を計画している。事業
所としては、特に重度行動障害者への支援の充実を図るた
めの教育・研修に取り組んでいる。専門資格の取得希望者に
は、勤務時間等の配慮や支援に努めている。

16
Ⅱ－２－（２）－①
職員の就業状況や意向を把握し、働きやす
い職場づくりに取組んでいる。

ａ

法人経営基本計画の重点項目を基に、「心身の健康と安全
の確保やワークライフバランスに配慮した職場づくり」に取り
組み、職員への周知に努めている。また、勤怠管理から給与
計算までの一貫したシステムを構築し、業務の効率化や省力
化を図っている。園長は「桜花園職員意識調査」を実施し、職
員の満足度や意見・提案の把握に努めている。職員自己評
価のコメントでは、「働きやすい職場である」との評価が多く
なっている。

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

評　価　細　目

15
Ⅱ－２－（１）－②
総合的な人事管理が行われている。

ａ

法人の人事制度を基に、研修計画と連動したキャリアパス計
画や人事考課制度を整備し、本部事務局の主導による総合
的な人事管理に努めている。崇徳厚生事業団行動憲章「自
利利他の心～相手の喜びは自分の喜び～」で期待する職員
像を明示し、パソコンのファイル管理からも閲覧できる。今後
は、一般職員に対するキャリアパス計画等の周知について更
なる取り組みを期待したい。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

評　価　細　目

Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ－２－（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

評　価　細　目

14

Ⅱ－２－（１）－①
必要な福祉人材の確保・定着等に関する具
体的な計画が確立し、取組が実施されてい
る。

ａ

法人の基本方針に、「人材の育成と人材確保対策や定着に
向けての支援」を掲げ、今後の課題として新卒採用プロジェク
トチームを発足させて取り組む方針を明記している。職員紹
介制度、奨学金制度や高卒新卒採用者のための資格取得
制度も整備している。法人のスケールメリットを活かし、必要
な福祉人材や人員体制について検討し適正な管理に努めて
いる。
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21
Ⅱ－３－（１）－①
運営の透明性を確保するための情報公開が
行われている。

ｂ

法人のホームページ（情報公開）、広報誌やパンフレット等の
媒介を活用し、財務状況や各種報告・計画等の情報を積極
的に公開している。地域に対して事業所の存在意義や役割
等を明示し、理解を深めるためにも情報の伝達は大切であ
る。事業所の立地環境やコロナ感染症の影響もあり、地域と
の交流は希薄になりつつある現状が窺え、園長も今後の検
討課題と認識している。今後は、広報誌「桜花園」の活用や
地域活動への参画等の取り組みを期待したい。

22
Ⅱ－３－（１）－②
公正かつ透明性の高い適正な経営・運営の
ための取組が行われている。

ａ

母体の法人は外部の専門家による監査が義務付けられてい
る。監査結果についてはホームページ（情報公開）等を活用
し積極的に公開している。また、法人の内部監査も３年毎に
実施し、適正な経営・運営に取り組んでいる。

20

Ⅱ－２－（４）－①
実習生等の福祉サービスに関わる専門職の
教育・育成について体制を整備し、積極的な
取組をしている。

ａ

実習受け入れマニュアルや業務計画を整備し、積極的に実
習生の受入れを実施している。令和４年度の実習受け入れ
実績は、コロナ禍においても実習生３名、延べ日数８日を受
け入れている。介護福祉士実習指導者研修修了者１名、社
会福祉士実習指導者研修修了者２名を配置している。今後
は利用者等への周知について更なる取り組みを期待したい。

Ⅱ－３　運営の透明性の確保

Ⅱ-３-(１)　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

Ⅱ－２－（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成が適切に行われている。

評　価　細　目
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26
Ⅱ－４－（３）－①
地域の福祉ニーズ等を把握するための取組
が行われている。

ｂ

協議会や関係機関との連携・会合出席などはあり、防災等に
ついては年に１回、地域の自治会・地域の消防団等と合同の
防災訓練を行うなど、地域住民の方々と連携に努めている。
園長はまだ具体的な形にはなっていないが「事業所かがや
き」単独より、障害グループとして災害時へ取り組んでいきた
いと考えている。地域での活動や行事を活用し、共生事業を
立ち上げ　障害グループで協力し、「何かできないか」考慮中
である。今後も防災時の地域や社会資源としての障害グ
ループのあり方を検討する取り組みを期待したい。

27
Ⅱ－４－（３）－②
地域の福祉ニーズ等に基づく公益的な事業・
活動が行われている。

ｂ

長岡市の災害避難場所としての契約を長岡市と締結してい
る。防災訓練の際、地域の方や消防団にも参加してもらい意
見をもらっており、法人として、事業所として、一定の活動は
行われている。地域のニーズについてはまだ広がりが少な
く、こちらからの一方的な取り組みになっているのではないか
と、園長は考えている。現代の共生社会を目指す中で、ニー
ズの把握が必要と思われる。今後も地域の中にある事業所
として、支援の活用や連携を期待したい。

25

Ⅱ－４－（２）－①
福祉施設・事業所として必要な社会資源を明
確にし、関係機関等との連携が適切に行わ
れている。

ｂ

園長はじめ職員は、利用者により良い福祉サービスを提供す
るために、協議会や関係機関との連携や定期的な会合に出
席したり、職員間での情報の共有に努めている。しかしなが
ら障害グループとして連携していくためのネットワーク化の取
り組みはまだ行っていない現状が窺える。今後は地域の関係
機関や団体での共有する問題や災害時の合同防災などの
連携等の課題について、リスト化するなど具体的な取り組み
を期待したい。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

評　価　細　目

24
Ⅱ－４－（１）－②
ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を
明確にし体制を確立している。

ｂ

「事業所かがやき」に直接登録等行っているボランティアはい
ないが、法人内ボランティア連合会を通してマニュアル整備
やボランティア育成など体制の整備が図られており、広く活
動している。法人は福祉タウンとして長岡駅から施設までの
無料バスを運行し、見学や実習など利用しやすいよう配慮し
ており、ボランティアへの受入れ体制にも努めている。しかし
現状コロナ禍もあり十分とは言えない状況も窺える。今後は
幅広い年齢層の学校教育受け入れ態勢への取り組みを期待
したい。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

評　価　細　目

Ⅱ－４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

評　価　細　目

23
Ⅱ－４－（１）－①
利用者と地域との交流を広げるための取組
を行っている。

ｂ

地域にある企業との「つながり」はあるが、地域との交流や地
域の人との交流・関わりについて文書化しておらず、交流に
ついては、今後の課題として考えている。地域からの祭りの
広報誌・チラシ等は事業所の掲示板に掲示し社会の情報とし
て利用者・来園者や職員に周知に努めている。　コロナ禍前
は畑作業で地域の方に頼まれ、作業手伝いの交流があった
り、土曜日の活動では買い物企画などを楽しみしていた。現
在、利用者の希望もあり昨年から年１回、２kmくらいのハイキ
ングを再開し喜ばれており、今後の広報誌作成を計画してい
る。今後も利用者と相談し意見等を取り入れながら地域との
交流を広げる取り組みが期待される。
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32

Ⅲ－１－（２）－③
福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等
に当たり福祉サービスの継続性に配慮した
対応を行っている。

ｂ

現在、利用されておられる方も入所施設への移行や他の
ワークセンターへの移行もあり、情報提供し共有に努めてい
る。その後の直接の関わりは少ないながら相談があれば、相
談には応じている。その旨を引継ぎ文書での提示は行ってお
らず、その後の窓口での相談方法や担当者などの説明は
行っていない状況が窺える。今後は、口頭ばかりでなく、終了
後も相談窓口や利用者家族が相談できることを文書化したも
のを作成し、手渡す支援が望まれる。

30
Ⅲ－１－（２）－①
利用希望者に対して福祉サービスの選択に
必要な情報を積極的に提供している。

ａ

事業所はパンフレットや日程表等を用意しており、利用者が
わかりやすいように、掲示物は絵図を大きくしたり、イラスト
は、はっきりみえる字などに工夫されている様子が窺える。見
学希望者や体験希望者は随時受け付けており、希望があれ
ば昼食の食事提供も可能であり丁寧な対応を実施している。
利用に至るまではサービス管理責任者が担当し、その後本
人も含めて振り返り、調整会議などを経て利用契約という形
でサービスを利用する時の選択に必要な情報を提供してい
る。

31
Ⅲ－１－（２）－②
福祉サービスの開始・変更に当たり利用者
等にわかりやすく説明している。

ｂ

サービス利用開始や変更時の説明はわかりやすくと心がけ
ている。重要事項説明書などもわかりやすく説明しようとして
いるが、どうしても家族向けの説明になってしまいがちである
ため、利用者にはどの程度理解されているのか、もう少し工
夫が必要ではないかと職員は考えている。「今後の課題」とし
て利用者・家族への支援時に丁寧に説明されることが期待さ
れる。

29
Ⅲ－１－（１）－②
利用者のプライバシー保護に配慮した福祉
サービス提供が行われている。

ｂ

事業所では現在個人情報保護に関するマニュアルはある
が、プライバシーの保護に関するマニュアルは策定されてい
ない現状がある。日常のケアの中で様々な配慮の下、サービ
スを提供している様子が窺えるが、求められる「プライバシー
保護」は利用者尊重の基本となる大切なことと位置付けられ
ている。今後はプライバシー保護に関するマニュアルの整備
と研修を実施し、プライバシーポリシーに配慮した施設整備
等の見直しなど、必要なプライバシー保護に関する取り組み
や環境づくりへの様子を利用者・家族に周知することを実施
し、一人一人違う利用者のプライバシーや、利用者保護の基
本としての具体的なマニュアルや規程作成への取り組みを期
待したい。

Ⅲ-１-(２)　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

評　価　細　目

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

評　価　細　目

28

Ⅲ－１－（１）－①
利用者を尊重した福祉サービス提供につい
て共通の理解を持つための取組を行ってい
る。

ａ

法人理念「自分や家族、友人が利用したいと思うサービスの
提供」に基づき、利用者の人権の擁護、虐待の防止のため
に、倫理綱領の読み合わせや研修などを実施し、虐待防止
等に関する責任者を選定し指針やマニュアルを明確にしてい
る。虐待防止委員会は毎月定例会議を開催しており、参加で
きなかった職員は回覧で確認し、情報共有に努めている。職
員が支援中に利用者に対して子ども扱いのような言葉使いを
するなど、お互い見聞きした時、職員間で不適切な支援と言
い合える環境にあるのかを見守り、研修の結果が現場で実
際に活かされているかを重要視しながら取り組んでいる。

－7－



評価結果 コメント

評価結果 コメント

36
Ⅲ－１－（４）－③
利用者からの相談や意見に対して、組織的
かつ迅速に対応している。

ｂ

利用者からの意見受付けは、日々の支援を行いながら聞き
取りをし、その都度職員間での連携の中で対応している。家
族からの意見や相談は、連絡帳等を通して行われることが多
いが家族の提案の中に、ワークセンターでの活動で、「良
かったことをメッセージに残して本人に渡してほしい」との提
案があり、そのことをすぐ実行しサービスを提供したところ、
利用者本人の気持ちも変化され、表情よくサービスを利用さ
れた。利用者・家族から相談や意見をもらった時は受付表に
記載し、対応した内容を公表し掲示するなど、意見要望等の
収集に留意し迅速な対応を心がけている。職員間の共有は
ガルーンやノートを使用して共有に努めているが、マニュアル
や明文化された文書等は用意されていない現状である。利
用者の意見の中には暑さ寒さなどの施設整備のハード面に
対する意見などもある。これからも意見や提案から改善課題
を明らかにし、提供する福祉サービスの質の向上のためにも
対応マニュアル等の整備を期待したい。

34
Ⅲ－１－（４）－①
苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機
能している。

ｂ

事業所のよく見える場所に意見箱は設置されており、苦情が
あった場合は毎月利用者全員にわかるように掲示している。
苦情解決体制や、苦情マニュアルも整備され、契約時には重
要事項説明書にも記載がされている部分を読んで説明して
いる。事業所では「この数年間苦情受付の件数はない」との
ことであるが、今後も利用者、家族に苦情解決の周知と、申
し出しやすい取り組みが継続して行われることが望まれる。

35
Ⅲ－１－（4）－②
利用者が相談や意見を述べやすい環境を整
備し、利用者等に周知している。

ｂ

利用者・家族からの意見受付け担当はサービス管理責任者
になっているが、「どの職員に相談してもいいんですよ」と誰
にでも相談しやすい環境つくりを口頭で説明している。利用
者が相談したり意見を話したりする時に、何時でもいろんな方
法があり、複数の相手の方を選べることが口頭で伝えられて
いる。今後はそれらを文書で明記し、利用者・家族に説明・理
解されることで、利用者や家族が気兼ねなく相談できるように
環境整備されることを期待したい。

33
Ⅲ－１－（３）－①
利用者満足の向上を目的とする仕組みを整
備し、取組を行っている。

ｂ

個別支援計画書で6ヶ月ごとのモニタリング時に本人の思い
を聞き取りサービスに繋げている。利用者懇談会や満足度調
査は行っていないが、昨年から期間を定めてフリー参観日を
始めており、その際アンケート調査を実施している。しかしな
がらアンケート調査内容が家族向けになっており、利用者本
人の意向や利用者満足の把握は行われていない現状があ
る。コミニケーションが取れる方は自分から相談の時間を取り
相談に来る時もあり、家族から連絡帳に書かれている場合も
ありそこから対応は行われている。今後は利用者参画の下、
利用者や家族の声を聞き取る話し合いが行われることが期
待される。

Ⅲ－１－（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

評　価　細　目

Ⅲ－１－（３）　利用者満足の向上に努めている。

評　価　細　目
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39
Ⅲ－１－（５）－③
災害時における利用者の安全・安心の確保
のための取組を組織的に行っている。

ａ

事業所では災害時発生対応マニュアルを作成し、年１回事業
団と地元深沢地区合同訓練を実施しており、また、月１回の
防災委員会を開催し隣接の桜花園・桐樹園と合同の防災会
議を開催している。事業所は福祉避難所として長岡市と災害
協定を締結している。災害時の備蓄品や長岡市消防署員か
らの災害に対する講座を受ける等、中越地震からの学びと経
験等を参考にしながら対策を行っている。専門業者の安全確
認システム（職員の安否確認・緊急連絡・災害時や感染症等
の緊急時のシステム）を利用し、災害時における利用者の安
全への対応の見直しや対策を行いながら実施している。

40
Ⅲ－１－（５）－④
緊急時（事故、感染症の発生時など）に、迅
速な対応ができる仕組みがある。

ａ

これまでも事業所ではマニュアルが作成されていたが、コロ
ナ禍で、「最悪の事態想定への対応」になるよう具体的検討
をはじめ、ＢＣＰシュミレーションのマニュアルを作成した。来
年度から義務化となるのを機会に、より詳しく現場と摺合せし
た内容に変更している。今年度はこのマニュアルで問題がな
いか迅速に対応できているか等を検討しながら実施し来年度
へ継続していきたいと考えている。

37
Ⅲ－１－（５）－①
安全・安心な福祉サービスの提供を目的とす
るリスクマネジメント体制が構築されている。

ａ

事業所のリスクマネジメント委員会は園長がリスクマネジメン
ト責任者となり法人本部のリスクマネジメント研修や委員会に
毎年参加、事業所では定期的にリスクマネジメント委員会を
開催し事故防止に努めている。リスクマネジメントマニュアル
が整備され、インシデント・アクシデント報告書は何時でも見
れるよう整理保管されている。令和４年度は是正処置１件、
利用者のケース記録１頁が不明になり、事故要因の解明・再
発防止策の検討等し、ケース記録の管理方法を改善してい
る。今年は是正処置はなく安全確保や事故防止に関する研
修・マニュアルの見直しなど組織的に取り組んでいる。

38

Ⅲ－１－（５）－②
感染症の予防や発生時における利用者の安
全・安心を確保するための体制を整備し、取
組を行っている。

ａ

事業所では感染症対策委員会があり園長が責任者として、
毎月委員会を開催している。事業継続計画（BCP）を整備し、
感染症フェーズについては、マニュアルを大幅に変更し対応
している。法人本部でも事業所内でも研修会を開催し、委員
会では感染症の予防と発生時等、事業所内委員会で感染症
対策の研修会を継続して実施している。これからもインフルエ
ンザ予防等、感染症対策が必要な時期が続くことが予測され
る。職員の研修継続はもちろんだが、引き続き利用者・家族
の方へのわかりやすい感染症対策など予防に向けた意識啓
発などの働き掛けが望まれる。

Ⅲ－１－（５）　安全・安心な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

評　価　細　目
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評価結果 コメント

評価結果 コメント

46
Ⅲ－２－（３）－②
利用者に関する記録の管理体制が確立して
いる。

ａ

利用者への実施サービスの記録の管理・責任者は園長が
担っている。法人作成の「職員行動規範や倫理綱領」にも記
載があり、保管場所は施錠し管理している。また、個人情報
の保護や守秘義務については就業規則にも明記してあり職
員は研修等でも確認をしている。

Ⅲ－２－（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

評　価　細　目

45

Ⅲ－２－（３）－①
利用者に関する福祉サービスの実施状況の
記録が適切に行われ、職員間で共有化され
ている。

ａ

利用者の声や意向を把握するため、身体状況や生活の様子
把握に職員間で差異が生じないようカンファレンスを開き、今
後のサービスについて検討する機会を持っている。新任職員
にはそのやり方をオリエンテーションで説明を行っており、
サービス管理責任者はその都度確認している。家族から「こ
んなことができるようになりました」などの便りをもらい、利用
者や職員も励みになっている。

43
Ⅲ－２－（２）－①
アセスメントに基づく個別支援計画を適切に
策定している。

ａ

個別支援計画はサービス管理責任者が行い毎月カンファレ
ンスを実施し、情報シートは初回作成し1ヶ月後に見直し、担
当者が利用時にその日の状況を確認している。変化があれ
ば検討し変更する。強度行動障害者等重度支援者も居ら
れ、必要時には医師や他の専門職とも連携し検討している。
その後、6ヶ月ごとに見直しを行っている。その折には難しい
場面もあると推測されるが利用者や家族の思いが表現され、
できるだけ利用者の意思や思いが反映されるよう努めてい
る。

44
Ⅲ－２－（２）－②
定期的に個別支援計画の評価・見直しを
行っている。

ａ

毎月カンファレンスを実施し、聞き取りが難しい利用者には１
問１答や挙手方式等を活用しての面接を行い、工夫しながら
支援計画の内容を伝え実施している。個別支援計画書作成
カンファレンスにて職員には計画書の必要性を伝えている。
サービス管理責任者が中心になり、6ヶ月ごとの評価・見直し
を行っている。また、職員検討では、出来ていないところだけ
でなく、出来ているところも見るように心がけ、利用者・家族か
らの意見や情報も得ながら行っており記録されている。

42
Ⅲ－２－（１）－②
標準的な実施方法について見直しをする仕
組みが確立している。

ｂ

朝礼・終礼を活用し状況の変化等の把握と共有に努め１日
の状況を確認している。状況の変化等には随時対応し、初回
1ヶ月後、その後、6ヶ月ごとに検討や見直しが行われている
が、見直しを行う際の、システムや検証方法についての留意
点などの仕組みづくりが行われていない現状がある。今後は
見直す必要がある状況やどのような方法で行うのかなど、必
要な見直しの仕組みづくり（検証方法や見直しなどの理由）
等の明記を期待したい。

Ⅲ－２－（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

評　価　細　目

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保

Ⅲ－２－（１）提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

評　価　細　目

41

Ⅲ－２－（１）－①
提供する福祉サービスについて標準的な実
施方法が文書化され福祉サービスが提供さ
れている。

ａ

事業所における利用者へのサービスの提供内容等は、利用
者それぞれの意向や状況にあわせ、利用者の尊厳やプライ
バシーを守りながら提供されるよう求められる姿勢や実施方
法が明記され、文書化され、きちんと整理されている。職員
は、ガルーンのシステムを活用し情報を共有している。マニュ
アルは職員が何時でも見れるようファイル化し、わかりやす
いところに置かれ、日々の中で変化の可能性もある利用者そ
れぞれの対応に確認シートで確認し情報共有に努めている。
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評価対象Ⅳ　福祉サービス内容

Ａ－１　利用者の尊重と権利擁護

評価結果 コメント

評価結果 コメント

A②
Ａ－１－（２）－①
利用者の権利擁護に関する取組が徹底され
ている。

ｂ

利用者との契約時に重要事項説明書にて人権擁護、虐待の
対策を説明しているが、具体的な取組等については利用者
や家族に周知していない状況が窺える。権利擁護の規程や
マニュアルでの文書化したものはないが、事業所として職員
行動規範や倫理綱領を重視し、虐待防止委員会で人権につ
いて検討している。今後は所管行政への届出、報告について
マニュアルを整備し手順等を明確にする取り組みを期待した
い。

A①
Ａ－１－（１）－①
利用者の自己決定を尊重した個別支援と取
組を行っている。

ａ

生活介護では「いきいき班」「はつらつ班」の2班に分かれ、本
人の意向に沿って選択できるよう活動支援している。「生き生
き班」では体育館での活動を中心に、「はつらつ班」では集団
活動が苦手の方にメニューを用意し支援している。就労継続
支援B型については作業の得意不向きがあるので、その方
の特性に合わせて仕事を提供している。作業をやらないでは
なく、他の作業を提案しながら本人にあった仕事を提供して
いる。どちらも個別支援計画に活動内容が記載され、本人、
家族に説明し支援を行っている。利用者の希望等は日々の
関わりの中で把握に努めている。

Ａ－１－（２）　権利擁護

評　価　細　目

Ａ－１－（１）　自己決定の尊重

評　価　細　目
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Ａ－２　生活支援

評価結果 コメント

評価結果 コメント

A⑧
Ａ－２－（２）－①
個別支援計画に基づく日常的な生活支援を
行っている。

ｂ

食材の原材料の産地の情報収集が行えていない状況が窺
える。セントラルキッチンを採用しており、基本、食事の提供
前に温め提供している。苦手のものなどあれば厨房でアレン
ジし利用者の希望を取り入れ工夫している。また月1回の給
食会議では各部署から代表が集まり、検食簿の意見を踏ま
え検討している。畑作業でさつまいも、プチトマト等を行事の
時に食材と利用し利用者も喜んで食されていた。利用者の行
動を考慮し席の配慮を行っている。水分摂取量は医師からの
指示で管理が必要な方は現在居られないが、健康管理の観
点から事業所で管理している。今後は安全な食事が提供で
きるよう原材料の産地の把握にも努めることが望まれる。

A⑦
Ａ－２－（１）－⑤
利用者の障害の状況に応じた適切な支援を
行っている。

ａ

強度行動障害支援者研修会に積極的に参加している。また
介護技術研修を内部で実施し、おむつ交換、移乗介助の講
習会を実施している。作業療法士を配置することで、生活介
護では手指を使っての作業メニューを考案したり、杖や靴の
バランスのアドバイスをくれたり支援方法の検討を図ってい
る。

Ａ－２－（２）　日常的な生活支援

評　価　細　目

A⑤
Ａ－２－（１）－③
利用者の意思を尊重する支援としての相談
等を適切に行っている。

ａ

利用者から相談があれば適宜個別に対応し、相談できる環
境として相談室を使用したり、自分で意思表示が難しい方
は、日常の支援の中で職員と共有を図っている。面談記録は
個別に記載し終礼時に共有している。相談内容を基に、個別
支援計画へ反映させ支援の調整を図っている。日頃の生活
場面でも自立や自己決定できるよう支援し、その方のニーズ
を把握して意欲、やる気を引き出すための声かけを行ってい
る。

A⑥
Ａ－２－（１）－④
個別支援計画に基づく日中活動と利用支援
等を行っている。

ａ

朝礼時にレクリエーションを利用者から選択してもらい実施し
ている。利用者が地域に直接参加することは立地条件もあっ
て、あまり実施できていないが、少しずつハイキングに行った
りしながら、地域の方がいる場所で過ごす時間を配意してい
る。利用者への情報提供は職員から直接個別に情報提供し
たり、受付の窓口等に設置している。

A③
Ａ－２－（１）－①
利用者の自律・自立生活のための支援を
行っている。

ａ

就労継続支援B型は意見書を行政へ提出する手続きは行っ
ているが、現在の利用者では行政手続き、生活関連サービ
ス等の利用の支援は行っていない。自分でできることを増や
すために、今までは給食の配膳を職員が全部やってしまって
いた所を、今は、配膳下膳ができる方は自分で行ってもらい、
そのように個別支援計画書にできることは「自分でしましょう」
を目標に具体的に支援内容に記載されている。

A④

Ａ－２－（１）－②
利用者の心身の状況に応じたコミュニケー
ション手段の確保と必要な支援を行ってい
る。

ａ

利用者が納得できているかどうか分からないこともあるが、
言葉がうまく話せない方には身振り手振りで説明したり、その
方に合わせ一問一答形式、挙手形式を使い工夫している。
意思表示や伝達が困難な利用者の意思や希望をできるだけ
適切に理解するため、利用者からのサインや家族に確認した
り、できる限り把握するよう努めることが個別支援計画に方
法が記載されている。

Ａ－２－（１）　支援の基本

評　価　細　目
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評価結果 コメント

評価結果 コメント

評価結果 コメント

Ａ－２－（６）　社会参加、学習支援

評　価　細　目

A⑬
Ａ－２－（６）－①
利用者の希望と意向を尊重した社会参加や
学習のための支援を行っている。

ｂ

利用者一人一人の社会参加や学習のための支援は利用者
からの希望があまり聞かれず、場所が変わると不安がる方
や行きたがらない時もあるため、事業所として学習や体験、
社会参加の機会は不十分と捉えている。それでも、徐々にで
はあるが人がいる所に行って過ごすことが少しずつ行えてい
る。事業所としては次のステップに移行してきていると考えて
いる。今後は社会参加や学習への参加の意欲を高めるため
の支援と工夫を継続して行い、利用者の意向を聞き取ること
ができるよう取り組んでいくことを期待したい。

A⑪
Ａ－２－（５）－①
利用者の健康状態の把握と体調変化時の迅
速な対応等を適切に行っている。

ａ

家族から利用者の体調の事で何かあれば看護師に直接連
絡が入り、その利用者の体調について看護師が直接返事を
している。グループホームの利用者であれば、看護師が兼務
していることから体調について把握できている。健康管理に
ついては看護日誌を利用し管理している。利用者の健康状
態の把握は、看護師から利用者一人一人の個別の状況を職
員へ伝えている。利用者の健康の維持や増進のために運動
してもらったり、検温を行い健康管理に努めている。

A⑫
Ａ－２－（５）－②
医療的な支援が適切な手順と安全管理体制
の下に提供されている。

ａ

事業所の医療的な支援に関する考え方と管理者の責任につ
いては、マニュアルや実施手順、個別の計画を策定していな
いが、職員研修等で感染症、誤嚥等の対処法を学ぶ機会を
設け安全管理体制におけるリスクマネジメントに関する取り
組みを行っている。薬は不安時や頭痛の管理で頓服を一定
数預かり、鍵付きの場所で管理している。服薬については、
現在服薬する方はいないが、服薬がある場合は看護師が対
応することとしている。職員は薬の目的や効果、副作用と注
意事項等について十分理解し、対応するため医療用フェイス
シートに記載し薬の説明書をコピーし保管している。

A⑩
Ａ－２－（４）－①
利用者の心身の状況に応じた機能訓練・生
活訓練を行っている。

ａ

生活介護には作業療法士がリハビリ計画を立て３ヶ月ごとに
モニタリングをしている。作業療法士の配置によって利用者
の心身の状況や主体的に生活訓練が行えるよう工夫してい
る。利用者に合わせた計画を立てることで活動の幅が広がっ
ている。専門的なアイディアの提供もある。就労継続支援B型
については計画はないものの仕事について、利用者の障害
の状況に応じて助言を行なっている。

Ａ－２－（５）　健康管理・医療的な支援

評　価　細　目

A⑨
Ａ－２－（３）－①
利用者の快適性と安全・安心に配慮した生
活環境が確保されている。

ｂ

多様なニーズに対し設備環境に事業所として不十分なところ
があると考えている。不安時のクールダウンができる場所、
具合が悪くなった際に休める場所等、現在はそのような利用
者の対応としてワンタッチテントや簡易マットを敷いて横に
なってもらい対応しているので事業所として必要と考えてい
る。費用もかかることではあるが、利用者が過ごしやすいよう
環境確保ができるよう事業所として取り組むことが期待され
る。

Ａ－２－（４）　機能訓練・生活訓練

評　価　細　目

Ａ－２－（３）　生活環境

評　価　細　目
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評価結果 コメント

評価結果 コメント

Ａ－３　発達支援

評価結果 コメント

Ａ－３－（１）　発達支援

評　価　細　目

A⑯
Ａ－３－（１）－①
子どもの障害の状況や発達過程等に応じた
発達支援を行っている。

対象外 評価対象外項目

Ａ－２－（８）　家族等との連携・交流と家族支援

評　価　細　目

A⑮
Ａ－２－（８）－①
利用者の家族等との連携・交流と家族支援
を行っている。

ａ

利用者の生活状況等について家族に連絡ノートを活用し報
告を行っている。また家族からの相談についても連絡ノートに
記載したり、対面した際に助言等で家族支援を行っている。
家族と意見交換できる場を年1回懇談会という形で開催し連
携を図っている。それ以外にもアンケートの実施や個別支援
計画の際の面談時にも意見交換できる機会を設けている。
利用者の体調不良や急変時の家族等への報告、連絡は事
業所の事故発生時の対応マニュアルに沿って適切に行わ
れ、あらかじめ定めた家族等へ連絡や情報提供を適切に
行っている。

Ａ－２－（７）　地域生活への移行と地域生活の支援

評　価　細　目

A⑭

Ａ－２－（７）－①
利用者の希望と意向を尊重した地域生活へ
の移行や地域生活のための支援を行ってい
る。

ａ

利用者一人一人の地域生活への移行や地域生活継続のた
めの具体的なプログラムを実施しているわけではないが、利
用者の生活が自宅から離れ、グループホーム、アパートへと
ステップアップして生活していくことができるよう職員はあくま
でもサブ的な役割として関わっている。利用者の意欲や意向
を高めることができるような関わりで支援を行っている。個別
支援計画書にその方に合わせた支援方法を記載している。
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Ａ－４　就労支援

評価結果 コメント

A⑱
Ａ－４－（１）－②
利用者に応じて適切な仕事内容等となるよう
に取組と配慮を行っている。

ｂ

作業評価会議を下に、一人一人評価し各自の工賃を決定し
ている。基本下がらないよう配慮しながら評価している。どう
しても評価が下回ってしまう場合はきちんと本人と面談し評
価内容を伝えている。工賃は利用者に工賃明細書を渡し毎
月25日に銀行振込みとなっている。新潟県の平均賃金と比
べると3分の１程度の賃金となっているため、今後は賃金を引
き上げるための取り組みや工夫を期待したい。労働安全衛生
について、年2回産業医が作業室を巡回している。以前、作
業室の床が濡れていることや汚れ等についてアドバイスをも
らい毎週職員もチェックし働く環境を確認している。

A⑲
Ａ－４－（１）－③
職場開拓と就職活動の支援、定着支援等の
取組や工夫を行っている。

ｂ

受注先の開拓等により仕事の機会が増えるようホームペー
ジやブログに掲載するなど拡大に努めている。一般就労して
いた方が離職した時に受け入れや支援も行われている。今
後は障害者就業、生活支援センターやハローワーク等との定
期的な連携を図ることを期待したい。

Ａ－４－（１）　就労支援

評　価　細　目

A⑰
Ａ－４－（１）－①
利用者の働く力や可能性を尊重した就労支
援を行っている。

ｂ

地域の企業よりホームページを見て仕事の依頼に繋がった
り、元々働いていた職員から仕事の紹介があり繋がったこと
がある。作業について利用者の仕事内容を見極め、工程を
細分化してできるところを分担している。最後の仕上げを職
員が確認しているが徐々に利用者に引き継げるよう支援して
いる。利用者一人一人の働く力、可能性を引き出せるよう、
毎年３月に成果発表を行い、そこで、自分の実績を見ても
らったり、自分でできるようになったことの確認をしてもらい、
働く意欲の維持、向上のための支援を行っている。中には就
労継続支援B型の利用が難しくなった方が、それでも働きた
いという意欲を持っている方もいる。今後は事業所として更に
工夫して仕事が継続できる取り組みを期待したい。
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